
1 
 

 

 

 

 

 

地域福祉計画について

資料３ 

令和元年度第１回和歌山市地域福祉推進協議会（令和元年５月２１日）  
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地域福祉計画とは 
社会福祉法（第 107条）【平成 15年 4月施行】【平成３０年４月１日改正法施行】 

 

 第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる   

  事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を 

策定するよう努めるものとする。  

  １ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項 

  ２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  

  ３ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

  ４ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

  ５ 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業

に関する事項 
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変更点 

※１ 地域福祉計画の策定…任意から努力義務へ 

 

※２ 第１項と第５項を計画に盛り込むべき事項に追加 

 

○「１ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項」 

    

 

つまり、これらの事項を盛り込むことで、根拠法を異にする他の計画（老人福

祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画、子

ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援行動計画、健康増進計画など）の

「上位計画」としての位置づけが必要 
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○「５ 前条第一項各号」とは 

 

第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、

地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑

に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備す

るよう努めるものとする。 

 １ 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支

援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対

する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境

の整備に関する事業 
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 ２ 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力

を求めることができる体制の整備に関する事業 

 ３ 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事

業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の

有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う態勢の整

備に関する事業 

        

 

つまり、「包括的な支援体制の整備に関する事項」 
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地域福祉計画とは 
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について 

（一人ひとりの地域住民への訴え）【平成 14年 1月 28日（社会保障審議会福祉部会】 

 

○ 地域福祉推進の目的 
  「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その  

他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるようにする。」  

 

○ 地域福祉推進の理念  

（１）住民参加の必要性 
     地域福祉の推進は、地域住民の主体的な参加が大前提であり、「地域住民の参加がなければ策定できない」 

ことが地域福祉計画の特徴 

（２）共に生きる社会づくり 

     地域福祉の推進は、多様性を認め合う地域住民相互の連帯が不可欠 

（３）男女共同参画 

     地域福祉の推進は、男女共同参画の視点が必要 

（４）福祉文化の創造 

     地域住民自らが主体的にかかわり地域福祉を推進することが、それぞれの地域に個性ある福祉文化を創造

していくことにつながる。 
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地域福祉計画とは 
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について 

（一人ひとりの地域住民への訴え）【平成 14年 1月 28日（社会保障審議会福祉部会】 

 

○ 地域福祉推進の基本目標  

（１）生活課題の達成への住民等の積極的参加 

     地域社会の全構成員（住民等）がパートナーシップの考えを持つことが重要 

（２）利用者主体のサービスの実現 

     利用者の生活課題を総合的に把握し、適切なサービスが提供される体制を身近な地域におい  

     て構築することが必要 

（３）サービスの総合化の確立 

     多様なサービスの十分な連携による総合的な展開が不可欠 

（４）生活関連分野との連携 

     福祉、保健、医療と教育、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなどの生活関連分野との  

     連携が必要 
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和歌山市における策定経過について 
 

 地域福祉計画 【参考】地域福祉活動計画 

策定主体 和歌山市 和歌山市社会福祉協議会 

策定経過 平成１７年３月 和歌山市地域福祉計画作成 

平成２２年３月 第２次和歌山市地域福祉計画作成 

平成２７年３月 第３次和歌山市地域福祉計画作成 

令和 ２年３月 第４次和歌山市地域福祉計画作成（予定） 

平成１９年９月 地域福祉活動計画作成 

平成２２年４月 第２次地域福祉活動計画作成 

平成２７年４月 第３次和歌山市地域福祉活動計画作成 

令和 ２年４月 第４次和歌山市地域福祉活動計画作成（予定） 

策定根拠

（改正前） 

（社会福祉法１０７条） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的

に定める計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、

社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を

行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その内容を公表するよう努めるものとする。 

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（厚生労働省社会保障審議会による策定指針） 

『地域住民に最も身近な行政主体である市が、地域福祉推進の主体である

住民等の参加を得て、地域の要支援者の生活上解決すべき課題と、それに

対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにし、かつ確保し、

提供する体制を計画的に整備することを内容とした計画』 

（厚生労働省社会保障審議会による策定指針） 

・地域福祉を推進する様々な団体により構成された市区町村社会福祉

協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体と

して明確に位置づけられている。また、社会福祉協議会は、元来、

地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボランティア、福

祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、地域福祉計画

策定に当たっては市町村の計画策定に積極的に協力することが期

待される。 

・なお、社会福祉協議会が中心となって策定している地域福祉活動計

画は、住民等の福祉活動計画として地域福祉の推進を目指すもので

あることから、地域福祉計画とその内容を一部共有したり、地域福

祉計画の実現を支援するための施策を盛り込んだりする等、相互に

連携を図ることは当然である。 

 

市町村が地域福祉を総合的に推進するために進む

べき方向を明らかにするための計画 

地域住民自らが地域福祉の推進に 

取り組むための民間行動計画 


